
◎
租
税
特
別
措
置
の
適
用
状
況
の
透
明
化
等

に
関
す
る
法
律（

平
成
二
二
年
三
月
三
一
日
法
律
第
八
号
）

一
、
提
案
理
由（
平
成
二
二
年
二
月
一
九
日
・
衆
議
院
財
務
金
融
委

員
会

）

○
菅
国
務
大
臣

た
だ
い
ま
議
題
と
な
り
ま
し
た
平
成
二
十
二
年
度
に
お

け
る
財
政
運
営
の
た
め
の
公
債
の
発
行
の
特
例
等
に
関
す
る
法
律
案
、
所

得
税
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
及
び
租
税
特
別
措
置
の
適
用
状
況

の
透
明
化
等
に
関
す
る
法
律
案
に
つ
き
ま
し
て
、
提
案
の
理
由
及
び
そ
の

内
容
を
御
説
明
申
し
上
げ
ま
す
。

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…（
略
）…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

最
後
に
、
租
税
特
別
措
置
の
適
用
状
況
の
透
明
化
等
に
関
す
る
法
律
案

に
つ
い
て
御
説
明
申
し
上
げ
ま
す
。

政
府
は
、
租
税
特
別
措
置
に
関
し
、
適
用
の
状
況
の
透
明
化
を
図
る
と

と
も
に
、
適
宜
適
切
な
見
直
し
を
推
進
し
、
も
っ
て
国
民
が
納
得
で
き
る

公
平
で
透
明
性
の
高
い
税
制
の
確
立
に
寄
与
す
る
た
め
、
適
用
の
実
態
を

把
握
す
る
た
め
の
調
査
及
び
そ
の
結
果
の
国
会
へ
の
報
告
等
の
措
置
を
定

め
る
こ
と
と
し
、
本
法
律
案
を
提
出
し
た
次
第
で
あ
り
ま
す
。

以
下
、
こ
の
法
律
案
の
内
容
に
つ
き
ま
し
て
御
説
明
申
し
上
げ
ま
す
。

第
一
に
、
法
人
税
関
係
特
別
措
置
で
一
定
の
も
の
の
適
用
を
受
け
る
法

人
は
、
適
用
額
明
細
書
を
法
人
税
申
告
書
に
添
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

こ
と
と
し
て
お
り
ま
す
。

第
二
に
、
財
務
大
臣
は
、
適
用
額
明
細
書
の
記
載
事
項
を
集
計
す
る
等

の
方
法
に
よ
り
、
適
用
の
実
態
を
調
査
す
る
こ
と
と
し
て
お
り
ま
す
。

第
三
に
、
財
務
大
臣
は
、
毎
会
計
年
度
、
当
該
調
査
の
結
果
に
関
す
る

報
告
書
を
作
成
し
、
内
閣
は
こ
れ
を
国
会
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

こ
と
と
し
て
お
り
ま
す
。

そ
の
他
、
行
政
機
関
の
長
等
は
、
政
策
評
価
を
行
う
た
め
、
財
務
大
臣

に
対
し
、
当
該
調
査
に
関
す
る
情
報
の
提
供
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
な

ど
、
所
要
の
措
置
を
定
め
る
こ
と
と
し
て
お
り
ま
す
。

以
上
、
平
成
二
十
二
年
度
に
お
け
る
財
政
運
営
の
た
め
の
公
債
の
発
行

の
特
例
等
に
関
す
る
法
律
案
、
所
得
税
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案

及
び
租
税
特
別
措
置
の
適
用
状
況
の
透
明
化
等
に
関
す
る
法
律
案
に
つ
き

ま
し
て
、
提
案
の
理
由
及
び
そ
の
内
容
を
御
説
明
申
し
上
げ
た
次
第
で
あ

り
ま
す
。

何
と
ぞ
、
御
審
議
の
上
、
速
や
か
に
御
賛
同
く
だ
さ
い
ま
す
よ
う
お
願

い
申
し
上
げ
ま
す
。

租
税
特
別
措
置
の
適
用
状
況
の
透
明
化
等
に
関
す
る
法
律

二
四



二
、
衆
議
院
財
務
金
融
委
員
長
報
告（
平
成
二
二
年
三
月
二
日
）

○
玄
葉
光
一
郎
君

た
だ
い
ま
議
題
と
な
り
ま
し
た
各
法
律
案
に
つ
き
ま

し
て
、
財
務
金
融
委
員
会
に
お
け
る
審
査
の
経
過
及
び
結
果
を
御
報
告
申

し
上
げ
ま
す
。

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…（
略
）…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

次
に
、
租
税
特
別
措
置
の
適
用
状
況
の
透
明
化
等
に
関
す
る
法
律
案

は
、
租
税
特
別
措
置
に
関
し
、
適
用
の
状
況
の
透
明
化
を
図
る
と
と
も

に
、
適
宜
適
切
な
見
直
し
を
推
進
し
、
も
っ
て
国
民
が
納
得
で
き
る
公
平

で
透
明
性
の
高
い
税
制
の
確
立
に
寄
与
す
る
た
め
、
適
用
の
実
態
を
把
握

す
る
た
め
の
調
査
及
び
そ
の
結
果
の
国
会
へ
の
報
告
等
の
措
置
を
定
め
る

も
の
で
あ
り
ま
す
。

各
案
は
、
去
る
二
月
十
六
日
当
委
員
会
に
付
託
さ
れ
、
十
九
日
菅
財
務

大
臣
か
ら
提
案
理
由
の
説
明
を
聴
取
し
た
後
、
二
十
四
日
か
ら
質
疑
に
入

り
ま
し
た
。
二
十
六
日
に
は
参
考
人
か
ら
意
見
を
聴
取
し
、
本
日
鳩
山
内

閣
総
理
大
臣
に
対
す
る
質
疑
を
行
う
な
ど
、
慎
重
に
審
査
を
行
い
、
質
疑

を
終
局
い
た
し
ま
し
た
。
次
い
で
、
討
論
を
行
い
、
順
次
採
決
い
た
し
ま

し
た
と
こ
ろ
、
平
成
二
十
二
年
度
に
お
け
る
財
政
運
営
の
た
め
の
公
債
の

発
行
の
特
例
等
に
関
す
る
法
律
案
及
び
所
得
税
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る

法
律
案
は
い
ず
れ
も
賛
成
多
数
を
も
っ
て
、
租
税
特
別
措
置
の
適
用
状
況

の
透
明
化
等
に
関
す
る
法
律
案
は
全
会
一
致
を
も
っ
て
原
案
の
と
お
り
可

決
す
べ
き
も
の
と
決
し
ま
し
た
。

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…（
略
）…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

以
上
、
御
報
告
申
し
上
げ
ま
す
。

三
、
参
議
院
財
政
金
融
委
員
長
報
告（
平
成
二
二
年
三
月
二
四
日
）

○
大
石
正
光
君

た
だ
い
ま
議
題
と
な
り
ま
し
た
三
法
律
案
に
つ
き
ま
し

て
、
委
員
会
に
お
け
る
審
査
の
経
過
及
び
結
果
を
御
報
告
申
し
上
げ
ま

す
。

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…（
略
）…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

次
に
、
租
税
特
別
措
置
の
適
用
状
況
の
透
明
化
等
に
関
す
る
法
律
案

は
、
租
税
特
別
措
置
に
関
し
、
適
用
状
況
の
透
明
化
を
図
る
と
と
も
に
、

適
宜
適
切
な
見
直
し
を
推
進
し
、
も
っ
て
国
民
が
納
得
で
き
る
公
平
で
透

明
性
の
高
い
税
制
の
確
立
に
寄
与
す
る
た
め
、
適
用
実
態
を
把
握
す
る
た

め
の
調
査
及
び
国
会
へ
の
結
果
報
告
等
の
措
置
を
定
め
よ
う
と
す
る
も
の

で
あ
り
ま
す
。

委
員
会
に
お
き
ま
し
て
は
、
三
法
律
案
を
一
括
し
て
議
題
と
し
、
内
閣

総
理
大
臣
に
対
す
る
質
疑
を
行
う
と
と
も
に
、
参
考
人
か
ら
意
見
を
聴
取

し
、
財
政
健
全
化
目
標
の
早
期
策
定
と
そ
の
内
容
、
恒
久
的
な
財
源
を
確

保
す
る
必
要
性
、
公
債
の
安
定
消
化
に
向
け
た
政
府
の
取
組
、
海
外
の
動

向
を
踏
ま
え
た
今
後
の
法
人
所
得
課
税
の
在
り
方
、
揮
発
油
税
等
の
暫
定

税
率
の
水
準
を
実
質
的
に
維
持
し
た
こ
と
の
是
非
、
租
特
透
明
化
法
の
実

租
税
特
別
措
置
の
適
用
状
況
の
透
明
化
等
に
関
す
る
法
律

二
五



効
性
を
確
保
す
る
た
め
の
具
体
的
な
方
策
等
に
つ
い
て
質
疑
が
行
わ
れ
ま

し
た
が
、
そ
の
詳
細
は
会
議
録
に
譲
り
ま
す
。

質
疑
を
終
了
し
、
討
論
に
入
り
ま
し
た
と
こ
ろ
、
自
由
民
主
党
・
改
革

ク
ラ
ブ
を
代
表
し
て
愛
知
治
郎
理
事
、
公
明
党
を
代
表
し
て
荒
木
清
寛
委

員
、
日
本
共
産
党
を
代
表
し
て
大
門
実
紀
史
委
員
よ
り
、
そ
れ
ぞ
れ
公
債

特
例
法
案
及
び
所
得
税
法
等
改
正
案
に
反
対
、
租
特
透
明
化
法
案
に
賛
成

す
る
旨
の
意
見
が
述
べ
ら
れ
ま
し
た
。

討
論
を
終
了
し
、
順
次
採
決
の
結
果
、
公
債
特
例
法
案
及
び
所
得
税
法

等
改
正
案
は
い
ず
れ
も
多
数
を
も
っ
て
、
租
特
透
明
化
法
案
は
全
会
一
致

を
も
っ
て
原
案
ど
お
り
可
決
す
べ
き
も
の
と
決
定
い
た
し
ま
し
た
。

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…（
略
）…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

以
上
、
御
報
告
申
し
上
げ
ま
す
。

租
税
特
別
措
置
の
適
用
状
況
の
透
明
化
等
に
関
す
る
法
律

二
六


